
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和２年８月２５日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 野村ひろし ㊞

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

新型コロナウイルス感染症対策について

⑴ 新型コロナウイルス感染症対策事業について

ア 特別定額給付金事業の最終申請世帯数はどのよう

か。

イ 申請を必要とする事業が多くある。申請したが通ら

なかった数の多い事業はあるか。

ウ 宅配ボックス設置の補助事業で、５００基と数を限

定した理由は何か。

⑵ 収束の見通しが立たず、財政が厳しい中、第３波、４

波にどのように備えていくのか。

２

普通財産（保健センター西の建物）の活用について

⑴ 教育総務課の管理となったが、適応指導教室として活

用していくということでよいか。

⑵ 適応指導教室として活用する場合、既存の建物の改修

という制約の中で、どのような施設にしていくのか。

３

スポーツの杜の公有地化、屋外スポーツ拠点としての施設

の集約および拡充について

⑴ 令和６年に借地契約の更新を迎えるが、現時点では更



新の予定か。

⑵ どのような施設を集約していくのか。


